
 

 
 

国立国会図書館法の一部を改正する法律の概要 

 
 １の内容により国立国会図書館法の一部を改正し、附則において、２の内容

により著作権法の一部を改正する。 
 

１ 国立国会図書館法の一部改正 

(1) インターネット資料の記録による収集に関し、次の内容の章及び条を置く。 
① 記録による収集 
  館長は、公用に供するため、国立国会図書館法（以下「法」という。）第

24 条及び第 24 条の 2 に規定する者が公衆に利用可能とし、又は当該者がイ

ンターネットを通じて提供する役務により公衆に利用可能とされたインタ

ーネット資料（電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によっては認識す

ることができない方法により記録された文字、映像、音又はプログラムであ

って、インターネットを通じて公衆に利用可能とされたもの）を国立国会図

書館の使用に係る記録媒体に記録することにより、国立国会図書館の収集資

料として収集することができること。 
 
② 記録を適切に行うために必要な手段 

法第 24 条及び第 24 条の 2 に規定する者は、自らが公衆に利用可能とし、

又は自らがインターネットを通じて提供する役務により公衆に利用可能と

されているインターネット資料について、館長の定めるところにより、館長

が①の記録を適切に行うために必要な手段を講じなければならないこと。 
 

③ 国立国会図書館への提供（送信又は送付） 
館長は、法第 24 条及び第 24 条の 2 に規定する者に対し、当該者が公衆

に利用可能とし、又は当該者がインターネットを通じて提供する役務により

公衆に利用可能とされたインターネット資料のうち、①の目的を達成するた

め特に必要があるものとして館長が定めるものに該当するものについて、国

立国会図書館に提供するよう求めることができること。この場合において、

当該者は、その求めに応じなければならないこと。 
 

④ 適用除外 
インターネット資料の性質及びインターネット資料が公衆に利用可能と

された目的にかんがみ、①の目的の達成に支障がないと認められるものとし

て館長が定めるインターネット資料は、②及び③の対象となるインターネッ

ト資料から除くこと。 

(2) その他必要な規定の整備を行う。 
 

資料６ 



 

 
 

２ 著作権法の一部改正 

(1) インターネット資料の収集のための複製に関し、第 2 章第 3 節第 5 款（著

作権の制限）に次の内容の条を置く。 
① 館長は、１(1)①の規定により、インターネット資料を収集するために必

要と認められる限度において、当該インターネット資料に係る著作物を国立

国会図書館の使用に係る記録媒体に記録することができること。 
② 法第 24 条及び第 24 条の 2 に規定する者は、１(1)③の求めに応じインタ

ーネット資料を提供するために必要と認められる限度において、当該インタ

ーネット資料に係る著作物を複製することができること。 

(2) (1)の規定を著作隣接権に準用する。 

(3) その他必要な規定の整備を行う。  



 

 
 

［参照条文］ 

国立国会図書館法（昭和２３年法律第５号） 

第二十四条 国の諸機関により又は国の諸機関のため、次の各号のいずれかに該当する出

版物（機密扱いのもの及び書式、ひな形その他簡易なものを除く。以下同じ。）が発行さ

れたときは、当該機関は、公用又は外国政府出版物との交換その他の国際的交換の用に

供するために、館長の定めるところにより、三十部以下の部数を直ちに国立国会図書館

に納入しなければならない。 
 一～九 （略） 
② 次に掲げる法人により又はこれらの法人のため、前項に規定する出版物が発行された

ときは、当該法人は、同項に規定する目的のため、館長の定めるところにより、五部以

下の部数を直ちに国立国会図書館に納入しなければならない。  
一 独立行政法人通則法（平成十一年法律第百三号）第二条第一項に規定する独立行政

法人  
二 国立大学法人法（平成十五年法律第百十二号）第二条第一項に規定する国立大学法

人又は同条第三項に規定する大学共同利用機関法人  
三 特殊法人等（法律により直接に設立された法人若しくは特別の法律により特別の設

立行為をもつて設立された法人又は特別の法律により設立され、かつ、その設立に関

し行政官庁の認可を要する法人をいう。以下同じ。）のうち、別表第一に掲げるもの  
③ （略） 
第二十四条の二 地方公共団体の諸機関により又は地方公共団体の諸機関のため、前条第

一項に規定する出版物が発行されたときは、当該機関は、同項に規定する目的のため、 館
長の定めるところにより、都道府県又は市（特別区を含む。以下同じ。）（これらに準

ずる特別地方公共団体を含む。以下同じ。）の機関にあつては五部以下の部数を、町村

（これに準ずる特別地方公共団体を含む。以下同じ。）の機関にあつては三部以下の部

数を、直ちに国立国会図書館に納入するものとする。  
② 次に掲げる法人により又はこれらの法人のため、前条第一項に規定する出版物が発行

されたときは、当該法人は、同項に規定する目的のため、館長の定めるところにより、

都道府県又は市が設立した法人その他の都道府県又は市の諸機関に準ずる法人にあつて

は四部以下の部数を、町村が設立した法人その他の町村の諸 機関に準ずる法人にあつて

は二部以下の部数を、直ちに国立国会図書館に納入するものとする。  
一 港湾法（昭和二十五年法律第二百十八号）第四条第一項 に規定する港務局  
二 地方住宅供給公社法（昭和四十年法律第百二十四号）第一条に規定する地方住宅供

給公社  
三 地方道路公社法（昭和四十五年法律第八十二号）第一条に規定する地方道路公社  
四 公有地の拡大の推進に関する法律（昭和四十七年法律第六十六号）第十条第一項に

規定する土地開発公社  



 

 
 

五 地方独立行政法人法（平成十五年法律第百十八号）第二条第一項に規定する地方独

立行政法人  
六 特殊法人等のうち、別表第二に掲げるもの  

③ （略） 
 
別表第一（第二十四条関係）  

名称 根拠法 

沖縄振興開発金融公庫 沖縄振興開発金融公庫法（昭和四十七年法律第三十一号）

株式会社日本政策金融公庫 株式会社日本政策金融公庫法（平成十九年法律第五十七号）

日本銀行 日本銀行法（平成九年法律第八十九号） 

日本司法支援センター 総合法律支援法（平成十六年法律第七十四号） 

日本私立学校振興・共済事

業団 
日本私立学校振興・共済事業団法（平成九年法律第四十八

号） 

日本中央競馬会 日本中央競馬会法（昭和二十九年法律第二百五号） 

農水産業協同組合貯金保険

機構 
農水産業協同組合貯金保険法（昭和四十八年法律第五十三

号） 

預金保険機構 預金保険法（昭和四十六年法律第三十四号） 

 
別表第二（第二十四条の二関係）  

名称 根拠法 

地方競馬全国協会 競馬法（昭和二十三年法律第百五十八号） 

地方公共団体金融機構 地方公共団体金融機構法（平成十九年法律第六十四号） 

日本下水道事業団 日本下水道事業団法（昭和四十七年法律第四十一号） 

 
 
 



 
 

 

国
立
国
会
図
書
館
法
の
一
部
改
正
（
新
旧
対
照
表
） 

 
 

 

国
立
国
会
図
書
館
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
五
号
） 

改 
 

正 
 

案 

現 
 

 
 

行 

第
二
十
三
条 

館
長
は
、
国
立
国
会
図
書
館
の
収
集
資
料
と
し
て
、
図
書
及
び

そ
の
他
の
図
書
館
資
料
を
次
章
及
び
第
十
一
章
の
規
定
に
よ
る
納
入
並
び
に

第
十
一
章
の
二
の
規
定
に
よ
る
記
録
に
よ
る
ほ
か
、
購
入
、
寄
贈
、
交
換
、

遺
贈
そ
の
他
の
方
法
に
よ
つ
て
、
又
は
行
政
及
び
司
法
の
各
部
門
か
ら
の
移

管
に
よ
つ
て
収
集
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
行
政
及
び
司
法
の
各
部
門
の
長
官

は
、
そ
の
部
門
に
お
い
て
は
必
ず
し
も
必
要
と
し
な
い
が
、
館
長
が
国
立
国

会
図
書
館
に
お
い
て
の
使
用
に
は
充
て
得
る
と
認
め
る
図
書
及
び
そ
の
他
の

図
書
館
資
料
を
国
立
国
会
図
書
館
に
移
管
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
館
長
は
、

国
立
国
会
図
書
館
で
は
必
ず
し
も
必
要
と
し
な
い
図
書
及
び
そ
の
他
の
図
書

館
資
料
を
、
行
政
及
び
司
法
の
各
部
門
に
移
管
し
、
又
は
交
換
の
用
に
供
し
、

若
し
く
は
処
分
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 
 

 

第
十
一
章
の
二 

国
、
地
方
公
共
団
体
、
独
立
行
政
法
人
等
の
イ
ン
タ

ー
ネ
ッ
ト
資
料
の
記
録 

第
二
十
五
条
の
三 

館
長
は
、
公
用
に
供
す
る
た
め
、
第
二
十
四
条
及
び
第
二

十
四
条
の
二
に
規
定
す
る
者
が
公
衆
に
利
用
可
能
と
し
、
又
は
当
該
者
が
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
通
じ
て
提
供
す
る
役
務
に
よ
り
公
衆
に
利
用
可
能
と
さ
れ

た
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
資
料
（
電
子
的
方
法
、
磁
気
的
方
法
そ
の
他
の
人
の
知

覚
に
よ
つ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
法
に
よ
り
記
録
さ
れ
た
文

第
二
十
三
条 

館
長
は
、
国
立
国
会
図
書
館
の
収
集
資
料
と
し
て
、
図
書
及
び

そ
の
他
の
図
書
館
資
料
を
次
章
及
び
第
十
一
章
の
規
定
に
よ
る
納
入
に
よ
る

ほ
か
、
購
入
、
寄
贈
、
交
換
、
遺
贈
そ
の
他
の
方
法
に
よ
つ
て
、
又
は
行
政

及
び
司
法
の
各
部
門
か
ら
の
移
管
に
よ
つ
て
収
集
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
行

政
及
び
司
法
の
各
部
門
の
長
官
は
、
そ
の
部
門
に
お
い
て
は
必
ず
し
も
必
要

と
し
な
い
が
、
館
長
が
国
立
国
会
図
書
館
に
お
い
て
の
使
用
に
は
充
て
得
る

と
認
め
る
図
書
及
び
そ
の
他
の
図
書
館
資
料
を
国
立
国
会
図
書
館
に
移
管
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
館
長
は
、
国
立
国
会
図
書
館
で
は
必
ず
し
も
必
要
と
し

な
い
図
書
及
び
そ
の
他
の
図
書
館
資
料
を
、
行
政
及
び
司
法
の
各
部
門
に
移

管
し
、
又
は
交
換
の
用
に
供
し
、
若
し
く
は
処
分
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 



字
、
映
像
、
音
又
は
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
あ
つ
て
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
通
じ
て

公
衆
に
利
用
可
能
と
さ
れ
た
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
国
立
国
会
図

書
館
の
使
用
に
係
る
記
録
媒
体
に
記
録
す
る
こ
と
に
よ
り
収
集
す
る
こ
と
が

で
き
る
。 

② 

第
二
十
四
条
及
び
第
二
十
四
条
の
二
に
規
定
す
る
者
は
、
自
ら
が
公
衆
に

利
用
可
能
と
し
、
又
は
自
ら
が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
通
じ
て
提
供
す
る
役
務

に
よ
り
公
衆
に
利
用
可
能
と
さ
れ
て
い
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
資
料
（
そ
の
性

質
及
び
公
衆
に
利
用
可
能
と
さ
れ
た
目
的
に
か
ん
が
み
、
前
項
の
目
的
の
達

成
に
支
障
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
も
の
と
し
て
館
長
の
定
め
る
も
の
を
除

く
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
、
館
長
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

館
長
が
前
項
の
記
録
を
適
切
に
行
う
た
め
に
必
要
な
手
段
を
講
じ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。 

③ 

館
長
は
、
第
二
十
四
条
及
び
第
二
十
四
条
の
二
に
規
定
す
る
者
に
対
し
、

当
該
者
が
公
衆
に
利
用
可
能
と
し
、
又
は
当
該
者
が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
通

じ
て
提
供
す
る
役
務
に
よ
り
公
衆
に
利
用
可
能
と
さ
れ
た
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

資
料
の
う
ち
、
第
一
項
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
特
に
必
要
が
あ
る
も
の
と

し
て
館
長
が
定
め
る
も
の
に
該
当
す
る
も
の
に
つ
い
て
、
国
立
国
会
図
書
館

に
提
供
す
る
よ
う
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
者

は
、
正
当
な
理
由
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
そ
の
求
め
に
応
じ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。 

 

 



 
 

 

著
作
権
法
の
一
部
改
正
（
新
旧
対
照
表
） 

 
 

 

著
作
権
法
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
四
十
八
号
） 

改 
 

正 
 

案 

現 

行
（
平
成
二
十
二
年
一
月
一
日
現
在
） 

 

（
国
立
国
会
図
書
館
法
に
よ
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
資
料
の
収
集
の
た
め
の
複

製
） 

第
四
十
二
条
の
三 
国
立
国
会
図
書
館
の
館
長
は
、
国
立
国
会
図
書
館
法
（
昭

和
二
十
三
年
法
律
第
五
号
）
第
二
十
五
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
項

に
規
定
す
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
資
料
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
資
料
」
と
い
う
。
）
を
収
集
す
る
た
め
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
限
度

に
お
い
て
、
当
該
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
資
料
に
係
る
著
作
物
を
国
立
国
会
図
書

館
の
使
用
に
係
る
記
録
媒
体
に
記
録
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

国
立
国
会
図
書
館
法
第
二
十
四
条
及
び
第
二
十
四
条
の
二
に
規
定
す
る
者

は
、
同
法
第
二
十
五
条
の
三
第
三
項
の
求
め
に
応
じ
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
資
料

を
提
供
す
る
た
め
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
限
度
に
お
い
て
、
当
該
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
資
料
に
係
る
著
作
物
を
複
製
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

（
複
製
物
の
目
的
外
使
用
等
） 

第
四
十
九
条 

次
に
掲
げ
る
者
は
、
第
二
十
一
条
の
複
製
を
行
つ
た
も
の
と
み

な
す
。 

一 

第
三
十
条
第
一
項
、
第
三
十
一
条
第
一
項
第
一
号
、
第
三
十
三
条
の
二

第
一
項
若
し
く
は
第
四
項
、
第
三
十
五
条
第
一
項
、
第
三
十
七
条
第
三
項
、

第
三
十
七
条
の
二
本
文
（
同
条
第
二
号
に
係
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
同
号
。              

（
複
製
物
の
目
的
外
使
用
等
） 

第
四
十
九
条 

次
に
掲
げ
る
者
は
、
第
二
十
一
条
の
複
製
を
行
つ
た
も
の
と
み

な
す
。 

 

一 

第
三
十
条
第
一
項
、
第
三
十
一
条
第
一
項
第
一
号
、
第
三
十
三
条
の
二

第
一
項
若
し
く
は
第
四
項
、
第
三
十
五
条
第
一
項
、
第
三
十
七
条
第
三
項
、

第
三
十
七
条
の
二
本
文
（
同
条
第
二
号
に
係
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
同
号
。



次
項
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
第
四
十
一
条
か
ら
第
四
十
二
条
の
二

ま
で
、
第
四
十
二
条
の
三
第
二
項
、
第
四
十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二

項
、
第
四
十
七
条
の
二
又
は
第
四
十
七
条
の
六
に
定
め
る
目
的
以
外
の
目

的
の
た
め
に
、
こ
れ
ら
の
規
定
の
適
用
を
受
け
て
作
成
さ
れ
た
著
作
物
の

複
製
物
（
次
項
第
四
号
の
複
製
物
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
を
頒
布

し
、
又
は
当
該
複
製
物
に
よ
つ
て
当
該
著
作
物
を
公
衆
に
提
示
し
た
者 

二
～
七 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

 

（
著
作
隣
接
権
の
制
限
） 

第
百
二
条 

第
三
十
条
第
一
項
、
第
三
十
一
条
、
第
三
十
二
条
、
第
三
十
五
条
、

第
三
十
六
条
、
第
三
十
七
条
第
三
項
、
第
三
十
七
条
の
二
（
第
一
号
を
除
く
。

次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
第
三
十
八
条
第
二
項
及
び
第
四
項
、
第
四
十
一

条
か
ら
第
四
十
二
条
の
三
ま
で
、
第
四
十
四
条
（
第
二
項
を
除
く
。
）
並
び

に
第
四
十
七
条
の
四
か
ら
第
四
十
七
条
の
八
ま
で
の
規
定
は
、
著
作
隣
接
権

の
目
的
と
な
つ
て
い
る
実
演
、
レ
コ
ー
ド
、
放
送
又
は
有
線
放
送
の
利
用
に

つ
い
て
準
用
し
、
第
三
十
条
第
二
項
及
び
第
四
十
七
条
の
九
の
規
定
は
、
著

作
隣
接
権
の
目
的
と
な
つ
て
い
る
実
演
又
は
レ
コ
ー
ド
の
利
用
に
つ
い
て
準

用
し
、
第
四
十
四
条
第
二
項
の
規
定
は
、
著
作
隣
接
権
の
目
的
と
な
つ
て
い

る
実
演
、
レ
コ
ー
ド
又
は
有
線
放
送
の
利
用
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場

合
に
お
い
て
、
同
条
第
一
項
中
「
第
二
十
三
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第

九
十
二
条
第
一
項
、
第
九
十
九
条
第
一
項
又
は
第
百
条
の
三
」
と
、
同
条
第

二
項
中
「
第
二
十
三
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
九
十
二
条
第
一
項
又
は

次
項
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
第
四
十
一
条
か
ら
第
四
十
二
条
の
二

ま
で
、
第
四
十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
四
十
七
条
の
二
又
は

第
四
十
七
条
の
六
に
定
め
る
目
的
以
外
の
目
的
の
た
め
に
、
こ
れ
ら
の
規

定
の
適
用
を
受
け
て
作
成
さ
れ
た
著
作
物
の
複
製
物
（
次
項
第
四
号
の
複

製
物
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
を
頒
布
し
、
又
は
当
該
複
製
物
に
よ

つ
て
当
該
著
作
物
を
公
衆
に
提
示
し
た
者 

 

二
～
七 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

 

（
著
作
隣
接
権
の
制
限
） 

第
百
二
条 

第
三
十
条
第
一
項
、
第
三
十
一
条
、
第
三
十
二
条
、
第
三
十
五
条
、

第
三
十
六
条
、
第
三
十
七
条
第
三
項
、
第
三
十
七
条
の
二
（
第
一
号
を
除
く
。

次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
第
三
十
八
条
第
二
項
及
び
第
四
項
、
第
四
十
一

条
か
ら
第
四
十
二
条
の
二
ま
で
、
第
四
十
四
条
（
第
二
項
を
除
く
。
）
並
び

に
第
四
十
七
条
の
四
か
ら
第
四
十
七
条
の
八
ま
で
の
規
定
は
、
著
作
隣
接
権

の
目
的
と
な
つ
て
い
る
実
演
、
レ
コ
ー
ド
、
放
送
又
は
有
線
放
送
の
利
用
に

つ
い
て
準
用
し
、
第
三
十
条
第
二
項
及
び
第
四
十
七
条
の
九
の
規
定
は
、
著

作
隣
接
権
の
目
的
と
な
つ
て
い
る
実
演
又
は
レ
コ
ー
ド
の
利
用
に
つ
い
て
準

用
し
、
第
四
十
四
条
第
二
項
の
規
定
は
、
著
作
隣
接
権
の
目
的
と
な
つ
て
い

る
実
演
、
レ
コ
ー
ド
又
は
有
線
放
送
の
利
用
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場

合
に
お
い
て
、
同
条
第
一
項
中
「
第
二
十
三
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第

九
十
二
条
第
一
項
、
第
九
十
九
条
第
一
項
又
は
第
百
条
の
三
」
と
、
同
条
第

二
項
中
「
第
二
十
三
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
九
十
二
条
第
一
項
又
は



第
百
条
の
三
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

２
～
８ 

（
略
） 

９ 
次
に
掲
げ
る
者
は
、
第
九
十
一
条
第
一
項
、
第
九
十
六
条
、
第
九
十
八
条

又
は
第
百
条
の
二
の
録
音
、
録
画
又
は
複
製
を
行
つ
た
も
の
と
み
な
す
。 

 

一 

第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
十
条
第
一
項
、
第
三
十
一
条
第
一
項

第
一
号
、
第
三
十
五
条
第
一
項
、
第
三
十
七
条
第
三
項
、
第
三
十
七
条
の

二
第
二
号
、
第
四
十
一
条
か
ら
第
四
十
二
条
の
二
ま
で
、
第
四
十
二
条
の

三
第
二
項
、
第
四
十
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は
第
四
十
七
条
の

六
に
定
め
る
目
的
以
外
の
目
的
の
た
め
に
、
こ
れ
ら
の
規
定
の
適
用
を
受

け
て
作
成
さ
れ
た
実
演
等
の
複
製
物
を
頒
布
し
、
又
は
当
該
複
製
物
に
よ

つ
て
当
該
実
演
、
当
該
レ
コ
ー
ド
に
係
る
音
若
し
く
は
当
該
放
送
若
し
く

は
有
線
放
送
に
係
る
音
若
し
く
は
影
像
を
公
衆
に
提
示
し
た
者 

 

二
～
八 

（
略
） 

第
百
条
の
三
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

２
～
８ 

（
略
） 

９ 

次
に
掲
げ
る
者
は
、
第
九
十
一
条
第
一
項
、
第
九
十
六
条
、
第
九
十
八
条

又
は
第
百
条
の
二
の
録
音
、
録
画
又
は
複
製
を
行
つ
た
も
の
と
み
な
す
。 

 

一 

第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
十
条
第
一
項
、
第
三
十
一
条
第
一
項

第
一
号
、
第
三
十
五
条
第
一
項
、
第
三
十
七
条
第
三
項
、
第
三
十
七
条
の

二
第
二
号
、
第
四
十
一
条
か
ら
第
四
十
二
条
の
二
ま
で
、
第
四
十
四
条
第

一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は
第
四
十
七
条
の
六
に
定
め
る
目
的
以
外
の
目

的
の
た
め
に
、
こ
れ
ら
の
規
定
の
適
用
を
受
け
て
作
成
さ
れ
た
実
演
等
の

複
製
物
を
頒
布
し
、
又
は
当
該
複
製
物
に
よ
つ
て
当
該
実
演
、
当
該
レ
コ

ー
ド
に
係
る
音
若
し
く
は
当
該
放
送
若
し
く
は
有
線
放
送
に
係
る
音
若
し

く
は
影
像
を
公
衆
に
提
示
し
た
者 

 

二
～
八 

（
略
） 

 


